
別紙１

計算書類に対する注記(法人全体用)

（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記                                                                      

    該当なし

２．重要な会計方針                                                                                  

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

　　・満期保有目的の債権等－償却原価法（定額法）

　　・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

　　・建物並びに構築物、車両運搬具、機械及び装置、器具及び備品、ソフトウェア

　　　平成19年3月31日以前に取得したもの　―　旧定額法

　　　平成19年4月１日以降に取得したもの　―　定額法

　　・リース資産

　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

　　・退職給付引当金　－　一般社団法人徳島県民間福祉施設職員共済会への法人負担の

　　　　　　　　　　　　　掛金累計額を計上している。

　　・賞与引当金　　　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に

　　　　　　　　　　　　　帰属する額を計上している。

３．重要な会計方針の変更                                                                            

    該当なし

４．法人で採用する退職給付制度                                                                      

　独立行政法人福祉医療機構の退職給付制度に加入している。

　一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会の退職給付制度に加入している。

　

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分                                                  

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)



(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)　

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)

　当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

　　ア　法人本部拠点区分（社会福祉事業）

　　　　サービス区分を設定していないため作成していない。

　　イ　幼保連携型認定こども園ＩＺＵＭＩ拠点区分（社会福祉事業）

　　　　サービス区分を設定していないため作成していない。

　　ウ　公私連携幼保連携型認定こども園成稔拠点区分（社会福祉事業）

　　　　サービス区分を設定していないため作成していない。

　　エ　障がい児通所支援事業所アトレ拠点区分（社会福祉事業）

　　　　サービス区分を設定していないため作成していない。

　　オ　保育所等児童発達相談事業拠点区分（公益事業）

　　　　サービス区分を設定していないため作成していない。

６．基本財産の増減の内容及び金額                                                                    

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。                                                  

（単位：円）

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

土地    62,208,630            0            0   62,208,630

建物   191,012,253            0   10,432,051  180,580,202

定期預金

合            計   253,220,883            0   10,432,051  242,788,832

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し                        

    該当なし

８．担保に供している資産                                                                            

担保に供されている資産は以下のとおりである。

　　　　　土地（基本財産）                       　 ３８，３８７，５５８円

　　　　　建物（基本財産）                        １８０，５８０，２０２円

　　　　　----------------------------------------------------------------

　　　　　　　　　計              　　　          ２１８，９６７，７６０円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

　　　　　設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）１４，４２４，０００円

　　　　　----------------------------------------------------------------

　　　　　　　　　計                                １４，４２４，０００円



９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高                                            

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。                            

（単位：円）

取得価額 減価償却 当期末残高

累計額

土地（基本財産）    62,208,630            0   62,208,630

建物（基本財産）   323,603,091  143,022,889  180,580,202

建物    23,881,209   12,431,072   11,450,137

構築物    22,408,004   17,013,885    5,394,119

車両運搬具       113,400      113,399            1

器具及び備品    27,853,869   20,715,435    7,138,434

合            計   460,068,203  193,296,680  266,771,523

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高                                          

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。                          

（単位：円）

債権額 徴収不能引当金 債権の

の当期末残高 当期末残高

事業未収金    14,366,863             0    14,366,863

未収金     1,979,336             0     1,979,336

未収補助金    25,607,725             0    25,607,725

合            計    41,953,924             0    41,953,924

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益                                      

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。                    

    該当なし

１２．関連当事者との取引の内容                                                                      

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。                                                        

    該当なし

１３．重要な偶発債務                                                                                

    該当なし

１４．重要な後発事象                                                                                

    該当なし



１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け                                                        

    該当なし

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び                          

純資産の状態を明らかにするために必要な事項                                                          

    該当なし



別紙２

計算書類に対する注記

（法人本部拠点区分用）

１．重要な会計方針                                                                                  

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

　　・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

　　・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

　　・建物並びに器具及び備品－定額法

　　・リース資産

　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

　　・退職給付引当金－該当なし

　　・賞与引当金　　－該当なし

２．重要な会計方針の変更                                                                            

    該当なし

３．採用する退職給付制度                                                                            

    該当なし

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分                                                            

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))サービス区分を設定していないため、作成していない。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))サービス区分を設定していないため、作成していない。

５．基本財産の増減の内容及び金額                                                                    

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。                                                  

    該当なし



６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し                        

    該当なし

７．担保に供している資産                                                                            

    該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高                                            

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。                            

    該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高                                            

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。                          

    該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益                                      

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。                    

    該当なし

１１．重要な後発事象                                                                                

    該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び                          

純資産の状態を明らかにするために必要な事項                                                          

    該当なし



別紙２

計算書類に対する注記

（幼保連携型認定こども園ＩＺＵＭＩ拠点区分用）

１．重要な会計方針                                                                                  

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

　　　　・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

　　　　・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

　　　　・建物並びに器具及び備品－定額法

　　　平成19年3月31日以前に取得したもの　―　旧定額法

　　　平成19年4月１日以降に取得したもの　―　定額法

　　　　・リース資産

　　　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

　　　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

　　　　・退職給付引当金－一般社団法人徳島県民間福祉施設職員共済会への法人負担の

　　　　　　　　　　　　　掛金累計額を計上している。

　　　　・賞与引当金　　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に

　　　　　　　　　　　　　帰属する額を計上している。

２．重要な会計方針の変更                                                                            

    該当なし

３．採用する退職給付制度                                                                            

　独立行政法人福祉医療機構の退職給付制度に加入している。

　一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会の退職給付制度に加入している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分                                                            

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 幼保連携型認定こどもＩＺＵＭＩ拠点計算書類

　　(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))サービス区分を設定していないため作成していない。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))サービス区分を設定していないため作成していない。



５．基本財産の増減の内容及び金額                                                                    

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。                                                  

（単位：円）

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

土地    62,208,630            0            0   62,208,630

建物   180,580,202            0            0  180,580,202

合            計   242,788,832            0            0  242,788,832

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し                        

    該当なし

７．担保に供している資産                                                                            

担保に供されている資産は以下のとおりである。

　　　　　土地（基本財産）                       　 ３８，３８７，５５８円

　　　　　建物（基本財産）                        １８０，５８０，２０２円

　　　　　----------------------------------------------------------------

　　　　　　　　　計              　　　          ２１８，９６７，７６０円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

　　　　　設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）１４，４２４，０００円

　　　　　----------------------------------------------------------------

　　　　　　　　　計                                １４，４２４，０００円

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高                                            

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。                            

（単位：円）

取得価額 減価償却 当期末残高

累計額

土地（基本財産）    62,208,630            0   62,208,630

建物（基本財産）   323,603,091  143,022,889  180,580,202

建物（その他の固定資産）    23,881,209   12,431,072   11,450,137

構築物（その他の固定資産）    22,408,004   17,013,885    5,394,119

車両運搬具（その他の固定資産）       113,400      113,399            1

器具及び備品（その他の固定資産）    21,737,190   18,291,754    3,445,436

合            計   453,951,524  190,872,999  263,078,525



９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高                                            

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。                          

（単位：円）

債権額 徴収不能引当金 債権の

の当期末残高 当期末残高

事業未収金     4,685,174             0     4,685,174

未収金     1,720,296             0     1,720,296

未収補助金    14,552,325             0    14,552,325

合            計    20,957,795             0    20,957,795

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益                                      

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。                    

    該当なし

１１．重要な後発事象                                                                                

    該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び                          

純資産の状態を明らかにするために必要な事項                                                          

    該当なし



別紙２

計算書類に対する注記

（公私連携幼保連携型認定こども園成稔拠点）

１．重要な会計方針                                                                                  

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

　　・満期保有目的の債権等－償却原価法（定額法）

　　・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

　　・建物並びに構築物、車両運搬具、機械及び装置、器具及び備品、ソフトウェア　―　定額法

　　・有形固定資産については、備忘価額（1円）まで償却を行い、無形固定資産については、

　　　当初より残存価額をゼロとして、減価償却を行う。

　　・リース資産

　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

　　・退職給付引当金　－　一般社団法人徳島県民間福祉施設職員共済会への法人負担の

　　　　　　　　　　　　　掛金累計額を計上している。

　　・賞与引当金　　　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に

　　　　　　　　　　　　　帰属する額を計上している。

２．重要な会計方針の変更                                                                            

    該当なし

３．採用する退職給付制度                                                                            

　独立行政法人福祉医療機構の退職給付制度に加入している。

　一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会の退職給付制度に加入している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分                                                            

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 公私連携幼保連携型認定こども園成稔拠点計算書類

　　(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))サービス区分を設定していないため作成していない。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))サービス区分を設定していないため作成していない。



５．基本財産の増減の内容及び金額                                                                    

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。                                                  

    該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し                        

    該当なし

７．担保に供している資産                                                                            

    該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高                                            

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。                            

（単位：円）

取得価額 減価償却 当期末残高

累計額

器具及び備品    5,460,410   2,129,366   3,331,044

合            計    5,460,410   2,129,366   3,331,044

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高                                            

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。                          

（単位：円）

債権額 徴収不能引当金 債権の

の当期末残高 当期末残高

事業未収金    4,457,987            0    4,457,987

未収金       93,940            0       93,940

未収補助金   10,782,400            0   10,782,400

合            計   15,334,327            0   15,334,327

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益                                      

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。                    

    該当なし

１１．重要な後発事象                                                                                

    該当なし



１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び                          

純資産の状態を明らかにするために必要な事項                                                          

    該当なし



別紙２

計算書類に対する注記

（障がい児通所支援事業所アトレ拠点区分）

１．重要な会計方針                                                                                  

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

　　・満期保有目的の債権等－償却原価法（定額法）

　　・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

　　・建物並びに構築物、車両運搬具、機械及び装置、器具及び備品、ソフトウェア　―　定額法

　　・有形固定資産については、備忘価額（1円）まで償却を行い、無形固定資産については、

　　　当初より残存価額をゼロとして、減価償却を行う。

　　・リース資産

　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

　　・退職給付引当金　－　一般社団法人徳島県民間福祉施設職員共済会への法人負担の

　　　　　　　　　　　　　掛金累計額を計上している。

　　・賞与引当金　　　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に

　　　　　　　　　　　　　帰属する額を計上している。

２．重要な会計方針の変更                                                                            

    該当なし

３．採用する退職給付制度                                                                            

　独立行政法人福祉医療機構の退職給付制度に加入している。

　一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会の退職給付制度に加入している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分                                                            

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 障がい児通所支援事業所アトレ拠点計算書類

　　(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))サービス区分を設定していないため作成していない。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))サービス区分を設定していないため作成していない。



５．基本財産の増減の内容及び金額                                                                    

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。                                                  

    該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し                        

    該当なし

７．担保に供している資産                                                                            

    該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高                                            

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。                            

（単位：円）

取得価額 減価償却 当期末残高

累計額

器具及び備品（その他の固定資産）      656,269     294,315     361,954

合            計      656,269     294,315     361,954

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高                                            

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。                          

（単位：円）

債権額 徴収不能引当金 債権の

の当期末残高 当期末残高

事業未収金    5,058,102            0    5,058,102

未収金      165,100            0      165,100

未収補助金      273,000            0      273,000

合            計    5,496,202            0    5,496,202

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益                                      

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。                    

    該当なし

１１．重要な後発事象                                                                                

    該当なし



１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び                          

純資産の状態を明らかにするために必要な事項                                                          

    該当なし



別紙２

計算書類に対する注記

（保育所等児童発達相談事業拠点区分）

１．重要な会計方針                                                                                  

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

　　・満期保有目的の債権等－償却原価法（定額法）

　　・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

　　・建物並びに構築物、車両運搬具、機械及び装置、器具及び備品、ソフトウェア　―　定額法

　　・有形固定資産については、備忘価額（1円）まで償却を行い、無形固定資産については、

　　　当初より残存価額をゼロとして、減価償却を行う。

　　・リース資産

　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

　　・退職給付引当金　－　該当なし

　　・賞与引当金　　　－　該当なし

２．重要な会計方針の変更                                                                            

    該当なし

３．採用する退職給付制度                                                                            

    該当なし

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分                                                            

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 保育所等児童発達相談事業拠点計算書類(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))サービス区分を設定していないため作成していない。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))サービス区分を設定していないため作成していない。



５．基本財産の増減の内容及び金額                                                                    

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。                                                  

    該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し                        

    該当なし

７．担保に供している資産                                                                            

    該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高                                            

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。                            

    該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高                                            

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。                          

（単位：円）

債権額 徴収不能引当金 債権の

の当期末残高 当期末残高

事業未収金      165,000            0      165,000

合            計      165,000            0      165,000

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益                                      

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。                    

    該当なし

１１．重要な後発事象                                                                                

    該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び                          

純資産の状態を明らかにするために必要な事項                                                          

    該当なし


